
瀬戸内市公告第８２号 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の４６第１項の規定に 

基づき、認可地縁団体が所有する不動産の所有権の移転の登記に係る公告の 

申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告する。 

 

 

   令和７年９月１８日 

 

瀬戸内市長 黒石 健太郎 

 

１ 認可地縁団地の名称 

   箕輪自治会 

 

２ 区域 

   瀬戸内市邑久町箕輪１番地から７００番地までの区域とする。ただし、２

７番地、３３２番地の２、３３４番地の５及び３６５番地を除く。 

 

３ 主たる事務所 

岡山県瀬戸内市邑久町箕輪９８番地３ 

 

４ 申請不動産に係る事項 

   土地 

地  目 面  積 所 在 地 

宅地 １７０.０３㎡ 瀬戸内市邑久町箕輪１２８番７ 

 

  土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所 

氏 名 又 は 名 称 住 所 

久保田 好弘 

太田 小兵衛 

瀬戸内市邑久町箕輪１２６番地 

瀬戸内市邑久町箕輪５５７番地 

 

５ 異議を述べることができる者の範囲 

   申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれら 

の相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者 

 



 

６ 異議を述べることができる期間 

   令和７年９月１８日から令和７年１２月２６日まで 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

 

７ 異議を述べる方法 

   地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号）第２２条の３第２項 

に規定する申出書及び関係書類を瀬戸内市長に提出すること。 

 ※下記提出先に備え付けてあります。 

 

８ 異議申出書等提出先 

   〒７０１－４２９２ 岡山県瀬戸内市邑久町尾張３００－１ 本庁２階 

   瀬戸内市役所 総務課 行政係 電話：０８６９－２２－１１１２（直通） 


